
出
羽
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久
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雅
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棘
小
貫
家
文
書
目
録
解
題

文
書
の
伝
来
と
特
色

　
　
　
　
　
　
本
文
書
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
原
蔵
者
の
秋
田
県
秋
田
市
手
形
新
町
四
番
地
故
小
貫
太
郎
氏
か
ら
当
館
が
直
接
に
譲
渡
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

文
書
の
伝
来

　
　
　
　
　
　
現
当
主
は
長
男
瑞
夫
氏
（
東
京
都
中
野
区
白
鷺
二
丁
目
一
三
番
白
鷺
ハ
イ
ム
一
ー
六
〇
五
号
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
貫
家
は
秋
田
藩
（
出
羽
国
久
保
田
佐
竹
家
二
〇
万
五
八
一
八
石
）
の
家
中
で
あ
り
、
本
目
録
に
収
録
し
た
他
の
武
茂
家
文
書
．
岡
本
家
文
書
と
と

文
書
の
性
格
と
特
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
に
数
少
な
い
秋
田
藩
家
臣
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
総
量
八
一
九
点
で
多
い
と
は
い
え
ず
、
時
期
的
に
も
宝
暦
以
降
な
か
ん
ず
く
天
保
期
以
降

明
治
期
に
至
る
も
の
で
あ
る
が
、
小
貫
家
が
任
ぜ
ら
れ
た
各
役
職
勤
役
中
に
お
い
て
作
成
・
授
受
・
記
録
し
た
多
方
面
に
わ
た
る
史
料
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
大
き

な
特
色
が
あ
る
。
こ
と
に
院
内
銀
山
・
阿
仁
銅
山
や
土
崎
湊
役
所
な
ど
に
詰
合
中
の
鉱
山
支
配
や
流
通
統
制
の
史
料
、
藩
政
末
期
に
任
ぜ
ら
れ
た
郡
奉
行
な
い
し
そ
の

ド
役
と
し
て
の
史
料
な
ど
は
比
較
的
纒
っ
て
お
り
、
秋
田
藩
藩
政
史
の
み
な
ら
ず
、
近
世
の
鉱
山
．
流
通
等
の
研
究
に
と
っ
て
も
有
用
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
く
ぞ

　
な
お
当
史
料
館
に
は
秋
田
郡
大
葛
金
山
支
配
人
荒
谷
家
文
書
（
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
十
八
集
収
録
）
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
荒
谷
家
が
大
葛
金
山
以
外
に
も
院

内
銀
山
な
ど
多
く
の
鉱
山
を
請
山
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
書
と
併
せ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
秋
田
鉱
山
史
の
理
解
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

秋
田
藩
と
小
貫
家
の
概
略

小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
三



小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
四

　
　
　
　
　
　
　
秋
田
藩
の
成
立
は
関
が
原
戦
後
の
慶
長
七
年
に
常
陸
・
陸
奥
・
下
野
三
か
国
で
五
四
万
石
余
を
領
有
し
た
水
戸
城
主
佐
竹
義
宣
が
、
出
羽
国
秋
田

秋
田
藩
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
（
河
辺
．
秋
田
．
桧
山
）
。
仙
北
（
雄
勝
．
平
鹿
．
山
本
）
六
郡
に
封
ぜ
ら
れ
た
時
に
始
ま
る
。
こ
の
国
替
の
原
因
は
義
宣
が
関
が
原
戦
に
中
立
的
立
場
を

保
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
徳
川
家
康
の
義
宣
宛
知
行
朱
印
状
に
は
石
高
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
六
郡
高
二
十
万
石
、
慶
長
十
一
年
に
加
増
さ
れ
た
下
野
国
河

内
．
都
賀
郡
内
五
八
一
八
石
、
都
合
二
〇
万
五
八
一
八
石
の
判
物
を
初
め
て
交
付
さ
れ
た
の
は
二
代
義
隆
の
時
寛
文
四
年
四
月
で
あ
っ
た
・

　
旧
領
主
秋
田
氏
の
故
城
土
崎
の
湊
城
に
入
っ
た
義
宣
は
、
一
部
の
家
臣
を
地
方
に
分
散
駐
屯
さ
せ
、
翌
年
久
保
田
神
明
山
に
築
城
を
し
、
九
年
新
城
に
移
っ
た
。
国

替
の
前
後
に
常
陸
の
一
門
．
宿
老
．
旗
本
ら
が
家
族
・
家
来
を
従
え
て
下
り
、
因
縁
の
深
い
寺
社
・
商
人
・
手
工
業
者
も
移
住
し
て
き
た
。
本
目
録
の
三
家
も
佐
竹
氏

の
秋
田
遷
封
に
伴
い
常
陸
か
ら
移
っ
て
き
た
佐
竹
家
家
中
で
あ
る
。
う
ち
小
貫
家
は
仙
北
郡
六
郷
に
移
住
し
た
が
の
ち
久
保
田
へ
遷
っ
た
の
で
あ
り
・
寛
永
初
期
ま
で

に
整
備
さ
れ
た
北
東
手
形
地
域
の
外
曲
輪
に
居
住
し
た
。

　
義
宣
は
城
下
町
建
設
の
ほ
か
、
領
内
総
検
地
、
院
内
銀
山
・
阿
仁
銅
山
等
の
鉱
山
開
発
や
、
家
臣
団
編
成
に
意
を
用
い
、
藩
の
基
礎
を
築
い
た
・
藩
で
は
所
領
の
一

部
を
家
臣
ら
に
知
行
地
と
し
て
分
け
与
え
、
そ
の
支
配
権
を
認
め
る
と
と
も
に
、
軍
役
を
分
担
さ
せ
た
。
知
行
地
を
持
つ
者
を
地
頭
と
い
い
、
地
方
知
行
形
態
は
幕
末

ま
で
維
持
さ
れ
た
。
藩
は
国
替
に
よ
る
減
禄
を
補
う
た
め
に
新
田
開
発
を
進
め
、
指
紙
を
得
て
開
い
た
新
田
を
知
行
地
に
加
え
る
こ
と
を
認
め
た
が
・
指
紙
開
は
給
地

（
地
頭
知
行
地
）
を
増
加
さ
せ
た
も
の
の
、
蔵
分
（
直
轄
地
）
の
増
加
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
。
秋
田
藩
の
場
合
、
知
行
地
は
恩
給
地
だ
け
で
な
く
・
開
発
地
主
と
し
て

の
伝
統
的
私
有
地
の
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
寛
文
期
ご
ろ
か
ら
指
紙
開
を
停
止
し
、
新
田
開
発
の
う
ち
三
分
の
二
を
蔵
分
と
し
て
召
し
上
げ
、
三
分
の
一
を
辛

労
免
と
し
て
給
付
す
る
注
進
開
に
変
え
、
地
頭
の
地
方
支
配
へ
の
介
入
を
弱
め
る
必
要
か
ら
、
知
行
地
の
割
替
を
行
っ
て
藩
権
力
の
農
村
へ
の
滲
透
を
．
は
か
っ
た
が
、

給
人
知
行
地
の
性
格
も
あ
っ
て
つ
い
に
地
方
知
行
に
終
始
し
た
。

　
新
領
地
に
知
行
制
度
を
確
立
す
る
た
め
の
検
地
は
慶
長
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
、
こ
れ
を
先
竿
と
い
っ
た
が
、
同
十
八
年
の
中
竿
、
正
保
三
年
か
ら
慶
安
元
年
に
か
け

て
の
後
竿
に
よ
っ
て
、
増
加
し
た
家
臣
団
へ
の
知
行
割
付
を
行
い
、
新
田
村
を
把
握
し
、
村
切
支
配
を
徹
底
さ
せ
た
。
そ
し
て
後
竿
以
後
い
わ
ゆ
る
寄
郷
制
が
整
備
さ

れ
て
い
く
。

　
秋
田
藩
の
農
民
負
担
は
ま
ず
物
成
（
米
）
で
あ
る
。
後
竿
以
後
に
な
る
と
租
率
の
異
な
る
田
を
六
ッ
成
高
に
置
き
か
え
た
「
当
高
」
を
採
用
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
知



行
配
分
を
行
っ
た
。
ほ
か
に
人
足
・
伝
馬
・
ぬ
か
・
わ
ら
・
草
・
口
米
・
山
川
野
役
等
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
諸
役
は
口
米
を
除
い
て
慶
安
四
年
小
役
銀
と
し
て
銀
納

に
改
め
ら
れ
た
。
蔵
分
に
か
か
る
詰
夫
・
代
官
人
足
、
給
分
の
江
戸
夫
な
ど
の
夫
役
も
元
禄
十
四
年
米
納
（
五
斗
米
、
高
↓
○
石
に
五
斗
）
に
改
め
ら
れ
、
秋
田
藩
の
年

貢
形
態
は
確
立
し
た
（
『
秋
田
県
史
』
第
二
・
三
巻
、
『
新
編
物
語
藩
史
』
秋
田
藩
）
。

　
　
　
　
　
　
　
藩
財
政
を
支
え
た
も
の
に
米
と
な
ら
ん
で
金
銀
山
と
材
木
が
あ
っ
た
。
本
文
書
に
は
鉱
山
支
配
に
関
す
る
史
料
が
纏
っ
て
あ
り
特
色
の
一
つ
と
な
っ

秋
田
藩
の
鉱
山

　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
の
で
、
若
干
の
解
説
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
佐
竹
氏
の
入
部
以
来
、
金
銀
山
の
開
発
が
急
速
に
進
み
、
杉
沢
・
桧
木
内
・
早
口
・
大
葛
の
金
山
、
院
内
・
荒
川
・
畠
・
増
田
・
新
城
・
八
森
な
ど
の
銀
山
が
開
坑

し
た
。
そ
の
中
で
最
も
著
名
な
も
の
が
院
内
銀
山
で
、
慶
長
十
一
年
に
発
見
、
翌
年
操
業
を
開
始
し
た
が
、
佐
渡
に
つ
ぎ
石
見
・
生
野
と
比
肩
し
た
大
銀
山
で
あ
っ

た
。　

秋
田
領
内
鉱
山
は
秋
田
藩
が
領
有
す
る
も
の
で
、
代
理
者
と
し
て
直
接
支
配
に
当
た
っ
た
山
奉
行
は
、
御
蔵
方
・
十
分
一
以
下
の
役
人
と
、
経
営
者
で
あ
る
山
師
と

金
名
子
．
大
工
．
掘
子
な
ど
の
労
務
者
を
従
属
せ
し
め
た
。
優
長
十
四
年
、
十
七
～
十
九
年
の
山
奉
行
の
「
梅
津
政
景
日
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記

録
』
）
は
、
　
「
院
内
銀
山
記
」
や
「
鉱
山
至
宝
要
録
」
と
と
も
に
秋
田
藩
初
期
の
鉱
山
研
究
に
と
っ
て
得
難
い
史
料
で
あ
る
（
本
文
書
「
院
内
銀
山
記
」
〔
二
四
〕
参
照
。

〔
　
〕
内
は
史
料
番
号
、
以
下
同
）
。

　
院
内
銀
山
の
盛
時
は
慶
長
期
で
一
日
一
〇
〇
〇
枚
（
四
三
貫
目
）
の
銀
が
出
た
と
伝
え
る
が
正
確
な
こ
と
は
判
ら
な
い
。
金
銀
山
は
天
下
の
も
の
で
あ
り
、
諸
役
・
運

上
は
幕
府
に
納
め
、
幕
府
は
翌
年
そ
れ
を
返
還
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、
慶
長
盛
時
に
は
三
〇
〇
貫
に
及
ん
だ
と
さ
れ
、
衰
退
期
の
元
和
・
寛
永
期
で
す
ら
例
年
一

〇
〇
貫
以
上
の
運
上
銀
が
み
ら
れ
る
。
鉱
山
領
有
の
目
的
で
あ
る
鉱
山
・
鉱
山
町
よ
り
獲
得
す
る
収
入
は
、
運
上
諸
役
、
御
払
米
鉛
の
専
売
利
潤
、
金
山
で
は
初
期
か

ら
銀
山
で
は
中
期
か
ら
実
施
さ
れ
た
両
替
収
益
で
あ
る
。
専
売
利
潤
は
幕
府
運
上
銀
の
対
象
外
で
あ
り
、
幕
府
還
付
運
上
銀
と
合
わ
せ
た
銀
山
収
益
は
大
い
に
藩
財
政

を
潤
し
た
。
藩
は
極
印
銀
を
領
内
に
通
用
さ
せ
、
銀
小
判
・
金
銀
銭
を
鋳
造
し
て
領
外
支
払
に
あ
て
、
金
銀
な
ら
び
に
金
銀
製
器
物
を
本
丸
蔵
に
貯
え
る
な
ど
藩
庫
は

豊
か
で
あ
っ
た
。

　
院
内
銀
山
等
か
ら
の
幕
府
上
納
は
慶
長
十
九
年
春
梅
津
政
景
が
使
者
と
な
り
駿
府
に
至
っ
た
こ
と
が
最
初
の
よ
う
で
、
十
八
年
度
の
運
上
諸
役
二
六
三
貫
四
三
一
匁

小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
五



小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
六

一
分
の
う
ち
二
〇
〇
貫
、
金
山
の
方
は
一
〇
〇
枚
に
二
枚
を
加
え
て
実
際
の
献
納
に
あ
て
た
（
銀
は
山
目
、
京
目
は
一
割
二
分
出
）
。

　
寛
永
以
後
の
銀
山
稼
行
は
大
体
に
お
い
て
不
振
と
な
り
、
寛
文
期
以
降
は
更
に
衰
退
し
た
。
宝
永
以
後
は
院
内
分
一
貫
四
〇
〇
匁
．
畠
分
一
二
〇
匁
の
定
高
運
上
と

な
っ
た
が
（
享
保
十
五
年
佐
竹
右
京
大
夫
納
一
貫
五
〇
〇
匁
余
⊥
一
〇
匁
端
数
切
捨
く
「
大
河
内
家
記
録
」
V
）
、
延
享
二
年
畠
銀
山
は
出
銀
皆
無
の
理
由
で
明
年
よ
り
運
上
を

中
止
し
、
院
内
分
の
み
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
延
享
四
年
以
後
は
院
内
分
と
し
て
の
秋
田
灰
吹
銀
一
貫
四
〇
〇
匁
（
京
目
一
貫
五
七
〇
匁
余
）
が
幕
末
ま
で
、
幕
府
の
蓮

池
金
蔵
収
納
項
目
の
一
と
な
っ
て
い
た
（
「
吹
塵
録
」
「
水
野
家
文
書
」
「
誠
斎
雑
記
」
）
。
運
上
が
定
高
に
な
る
と
藩
へ
の
返
付
は
行
わ
れ
ず
、
出
銀
か
ら
運
上
差
上
分
の
残

銀
が
幕
府
買
上
と
な
っ
た
。

　
享
保
十
年
院
内
銀
山
は
請
山
と
な
り
、
そ
の
後
直
山
、
請
山
を
繰
返
し
た
。
安
永
二
年
大
葛
金
山
の
山
師
荒
谷
忠
右
衛
門
・
阿
仁
銅
山
の
山
師
石
田
久
太
郎
が
山
師

明
石
儀
左
衛
門
と
と
も
に
院
内
の
稼
行
を
命
ぜ
ら
れ
、
久
太
郎
が
翌
年
阿
仁
に
帰
り
、
儀
左
衛
門
は
病
死
し
た
が
、
直
山
九
か
年
に
金
一
〇
四
〇
両
余
を
藩
に
収
め
た

と
い
う
。
天
明
元
年
秋
斎
藤
東
五
郎
ら
の
請
山
と
な
り
、
翌
年
富
沢
善
兵
衛
が
直
山
支
配
人
と
な
っ
た
が
山
勢
は
振
わ
な
か
っ
た
。
天
明
六
年
十
月
藩
の
懇
望
に
よ

り
、
荒
谷
和
三
郎
は
親
忠
右
衛
門
に
代
わ
っ
て
大
葛
よ
り
院
内
に
赴
き
、
寛
政
元
年
十
月
支
配
を
辞
す
る
ま
で
か
な
り
の
成
功
を
み
た
。
安
永
三
～
天
明
元
年
八
月
、

同
六
年
十
月
～
寛
政
元
年
七
月
の
荒
谷
氏
支
配
人
時
代
の
産
銀
は
年
平
均
五
〇
貫
目
を
超
す
の
で
あ
る
。

　
文
化
十
年
三
月
支
配
人
成
田
新
五
郎
に
命
じ
金
銀
吹
分
所
を
創
設
、
四
月
か
ら
佐
渡
か
ら
来
た
中
川
左
兵
衛
が
出
銀
よ
り
金
を
析
出
す
る
吹
分
を
開
始
し
、
有
利
な

結
果
を
得
た
。
同
十
二
年
灰
吹
金
一
貫
二
〇
〇
匁
・
灰
吹
銀
三
五
貫
一
二
〇
匁
、
十
三
年
灰
吹
金
一
貫
三
〇
〇
匁
．
灰
吹
銀
三
七
貫
三
一
二
匁
、
同
十
四
年
八
月
よ
り

直
山
と
な
り
、
文
政
元
年
十
二
月
ま
で
一
七
か
月
間
に
灰
吹
金
工
貫
四
四
〇
匁
余
・
灰
吹
銀
九
一
貫
一
三
〇
匁
七
分
を
産
し
た
。
別
表
は
小
貫
家
文
書
の
各
史
料
か
ら

判
明
し
た
院
内
銀
山
出
金
銀
高
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
政
六
年
と
天
保
四
年
に
そ
れ
以
前
よ
り
の
急
激
な
増
大
が
認
め
ら
れ
る
。
文
政
六
年
正
月
格
別
盛
山

に
な
っ
た
の
で
、
山
神
祭
礼
に
米
八
石
を
与
え
、
同
十
一
年
二
月
に
は
二
五
樋
目
に
良
鉱
が
出
て
一
日
に
銀
三
貫
五
〇
〇
目
余
を
産
し
た
の
で
、
山
神
に
家
紋
付
幕
一

重
を
奉
納
、
藩
主
義
敦
筆
の
歌
を
寄
進
し
、
十
三
年
正
月
に
山
神
堂
を
再
建
し
た
。
天
保
八
年
五
月
に
は
一
日
産
銀
平
均
四
貫
目
と
な
り
、
義
厚
下
国
の
時
支
配
人
．

手
代
・
金
名
子
ら
に
酒
を
与
え
て
祝
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
保
四
年
以
来
毎
年
一
〇
〇
〇
貫
目
以
上
の
産
銀
が
あ
り
、
同
十
年
・
十
三
年
と
支
配
人
よ
り
金
名
子
ま
で

と
役
人
に
金
子
を
賞
与
し
た
。
文
政
十
二
年
六
月
に
は
支
配
人
山
崎
権
六
、
天
保
十
五
年
二
月
に
は
同
じ
く
村
木
六
郎
兵
衛
に
生
涯
三
人
扶
持
を
与
え
て
賞
し
た
。
天



院内銀山出金銀高（文化14年8月直山以来）

．
金出正納

・
上　
匁

戸江　
貫

銀出正高銀出

貫匁
2440．8
　，

2，479．4

1，866．6

3，248．3

3，372．5

9，209．3

15，330．42

12，141

10，237．7

16，780．2

19，391．4

18，86L4

　　貫　匁

　91，139．7

98，930

　71，169．2

　91，277．8

　89，778．8

231ラ027．9

378，711，4

302，519．2

304，164

399，770

529，489．6

521亀264．8

　年　　　　代

文化14．8一文政元

文　政　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

7
8
9
1
0
1
1
1
2

14903．8　　，

12，477．7

12，624。4

41，140．3

41，627．7

38シ637．6

32，846

34，068．5

42，625．6

41、324．7＊

　　354，624．4

1，072，311．4

1，164，934．1

1．223．371．6

467，877．21

　381，892．6　　1

　388，600．8

1，178，390．7

1，299，404，1

1鮎345．424．6

元
2
3
4
5
6

保天

1，091，237．9　　1　　996，074．6

1，167，301　　1，071，152．5

1，438，150　，1，314，853。5
　　　　　　　　　　　1
1，149，796．7　　！

1，278，520　　　　i

1．127噂559．8　　i1、025．773

7
8
9
1
0
1
1
1
2

39，734＊＊

30．870

1，007，690　　　　1　　914，236．8

1，169，975

　　766，611

　　503，510

573・3101
　　756、679　　　　

　　　　　　　13

　　　　　　　14

弘　化　元

　　　　　　　　2

　　　　　　　　3

　　　　　　　　4

嘉永元　　1532，040　i
（注）＊仕屑仕上出金112匁を含む。＊＊同107匁を含む。

　　小貫家文書各年の「院内銀山金銀御仕上御徳用仕訳帳」
　　　（〔31〕ほか），　「金銀吹分御徳用控」〔37〕，　「天保三辰汐同

　　　九戌年迄出金銀高御仕上井御米払高書上」〔41〕，　「天保四巳

　　年汐弘化三午年迄十四ケ年出銀纒」〔350〕などによる。

保
十
一
年
十
二
月
灰
吹
銀
双
替
の
増
加
を
藩
よ
り
申
請
し
、
一
か
年
灰
吹
銀
一
〇
〇
〇
貫
目
以
上
を
江
戸
銀
座
へ
納
め
た
な
ら
ぼ
、
上
銀
一
貫
目
に
つ
き
丁
銀
（
保
字

銀
）
二
貫
六
〇
〇
目
の
他
に
二
五
〇
目
の
手
当
銀
を
支
給
し
、
一
〇
〇
〇
貫
目
以
下
の
時
は
手
当
銀
な
し
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
天
保
四
年
以
来
の
産
銀
は
一
〇
〇
〇

貫
を
突
破
し
、
弘
化
以
降
や
や
減
じ
た
が
、
そ
の
盛
況
は
石
見
・
生
野
を
凌
駕
し
、
天
保
年
間
の
佐
渡
金
銀
山
江
戸
上
納
高
（
年
平
均
銀
二
一
〇
貫
目
余
・
金
一
三
貫
目

余
）
を
も
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
（
『
佐
渡
年
代
記
』
、
麓
三
郎
『
佐
渡
金
銀
山
史
話
』
）
。
天
保
六
年
五
月
花
降
銀
三
貫
匁
・
金
九
〇
匁
を
山
神
宮
に
奉
献
し
た
（
以
上
、
小
葉

田
淳
『
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
）
。

小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
七



小
貫
家
文
書
目
録
解
題

六
八

　
出
金
銀
高
の
増
大
の
原
因
は
良
鉱
脈
の
発
見
、
排
水
の
進
歩
が
考
え
ら
れ
る
が
、
出
金
高
は
後
述
の
よ
う
に
新
し
い
金
銀
吹
分
精
錬
法
の
導
入
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
み

き
い
。
す
な
わ
ち
金
混
入
銀
（
鍍
銀
）
か
ら
鉛
を
媒
介
と
し
て
金
を
絞
り
、
さ
ら
に
吹
捨
鍍
吹
（
仕
屑
方
出
銀
）
な
ど
を
取
入
れ
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
上
納
銀
一
二
双
半

替
を
灰
吹
銀
二
四
双
替
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
上
納
銀
よ
り
多
少
量
目
が
減
少
（
減
銀
）
し
て
も
、
公
儀
買
上
値
段
の
上
昇
に
よ
る
徳
用
の
増
加
が
あ

り
、
出
金
高
は
そ
の
ま
ま
利
益
と
な
る
た
め
に
藩
財
政
へ
の
寄
与
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
阿
仁
銅
山
は
は
じ
め
金
銀
山
と
し
て
開
け
、
寛
文
十
年
小
沢
山
が
銅
山
と
し
て
開
発
さ
れ
、
遅
れ
て
真
木
沢
・
三
枚
・
一
ノ
又
・
ニ
ノ
又
・
萱
草
（
ほ
か
に
向
山
）

な
ど
の
開
発
さ
れ
た
諸
山
も
開
発
時
か
ら
商
人
の
請
山
で
あ
っ
た
。
し
か
し
元
禄
九
年
と
同
十
五
年
以
降
は
、
明
和
二
～
三
年
の
請
山
仕
法
期
間
を
除
い
て
幕
末
ま
で

藩
営
の
直
山
と
な
っ
た
。
荒
銅
の
年
間
産
量
は
一
七
世
紀
末
七
〇
～
一
五
〇
万
斤
、
藩
営
初
期
一
四
〇
万
斤
、
宝
永
五
年
三
六
〇
万
斤
を
最
盛
期
と
し
、
以
後
一
時
的

立
ち
直
り
を
除
い
て
四
〇
～
一
〇
〇
万
斤
を
上
下
し
て
い
た
。
阿
仁
銅
山
は
長
崎
御
用
銅
生
産
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
銅
生
産
・
鋳
銭
・
殖
産
興
業
と
し
て
の
銀
加

工
業
な
ど
を
通
じ
て
、
秋
田
藩
財
政
と
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
。
出
銅
の
減
少
・
廻
銅
定
数
の
強
制
・
低
廉
な
買
上
値
段
は
銅
山
を
衰
退
さ
せ
、
そ
の
た
め
藩

は
幕
府
か
ら
廻
銅
代
銀
前
渡
と
拝
借
銀
を
引
き
出
さ
せ
た
。
安
永
二
年
石
見
銀
山
山
師
吉
田
理
兵
衛
と
、
平
賀
源
内
を
秋
田
に
迎
え
、
銅
精
錬
過
程
で
銀
を
分
離
す
る

銀
絞
法
の
伝
授
を
受
け
、
さ
ら
に
南
蛮
流
銀
絞
法
が
大
坂
銅
吹
屋
大
坂
屋
に
よ
り
移
入
さ
れ
、
後
年
実
効
を
あ
ら
わ
す
に
至
っ
た
（
『
秋
田
県
史
』
二
・
三
巻
、
薪
編
物

語
藩
史
』
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
貫
氏
は
秀
郷
流
藤
原
氏
を
称
し
、
秀
郷
の
末
子
千
常
つ
い
で
公
脩
（
文
脩
）
、
公
通
に
至
っ
て
陸
奥
磐
瀬
郡
に
住
し
て
磐
瀬
大
夫
を
称
し
、

小
貫
家
の
系
譜
と
知
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
常
陸
に
遷
り
那
珂
郡
に
住
し
た
（
文
脩
ま
で
は
小
山
氏
の
系
図
に
拠
っ
た
も
の
か
）
。
公
通
の
曽
孫
通
長
に
至
っ
て
佐
竹
昌
義
に
属
し
、
そ
の

嫡
孫
通
経
が
小
貫
郷
に
住
し
た
た
め
子
孫
は
小
貫
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
通
経
の
子
孫
通
定
の
二
子
新
九
郎
某
（
日
渉
斎
）
は
兄
頼
重
の
嗣
子
と
な
り
、

そ
の
長
子
元
勝
（
ま
た
は
頼
勝
）
が
小
貫
宗
家
（
宇
右
衛
門
の
ち
佐
渡
の
家
、
廻
座
）
の
祖
と
な
っ
た
。

　
そ
の
弟
俊
茂
は
父
頼
重
の
隠
居
跡
を
継
い
で
二
男
家
（
金
治
家
）
を
起
こ
し
、
俊
茂
の
子
頼
章
の
実
二
男
甚
七
某
（
近
江
守
）
が
頼
章
家
跡
を
相
続
し
た
。
甚
七
某
の

子
政
緒
は
慶
長
七
年
佐
竹
義
重
（
義
宣
の
父
）
の
秋
田
遷
封
に
随
従
し
て
仙
北
郡
六
郷
に
住
し
た
が
、
の
ち
久
保
田
へ
移
っ
た
。
こ
の
家
が
本
目
録
の
小
貫
家
で
あ
る
。

　
小
貫
家
の
知
行
に
つ
い
て
は
「
慶
長
九
・
十
知
行
人
扶
持
人
覚
」
と
「
寛
永
四
年
窪
田
配
分
帳
」
　
（
『
秋
田
県
史
資
料
』
近
世
編
上
）
に
は
記
載
が
な
い
。
以
後
の
分
限



帳
類
（
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
所
蔵
）
に
よ
る
と
、
正
徳
四
年
小
貫
治
右
衛
門
（
頼
匡
）
一
〇
〇
石
、
元
文
四
年
同
人
九
九
石
余
、
宝
暦
十
二
年
小
貫
治
兵
衛
（
頼
紀
）
九

四
石
四
斗
一
升
（
小
貫
瑞
夫
氏
所
蔵
「
御
判
紙
」
）
、
文
化
二
年
丈
右
衛
門
（
頼
助
）
八
六
石
四
斗
八
升
七
合
（
同
館
所
蔵
「
藤
原
姓
小
貫
氏
分
流
系
図
」
）
、
文
政
八
年
多
仲
（
頼

観
）
八
六
石
四
斗
九
升
一
合
、
同
十
三
年
同
人
八
六
石
八
斗
七
升
四
合
、
嘉
永
年
中
東
馬
（
頼
誠
）
八
六
石
四
斗
八
升
六
合
、
慶
応
元
年
同
人
八
六
石
五
斗
五
升
七
合

と
な
っ
て
い
る
。
初
期
は
一
〇
〇
石
、
文
化
期
か
ら
は
八
六
石
余
の
知
行
高
と
み
て
よ
い
が
、
高
の
変
動
は
借
上
に
伴
う
指
上
高
と
起
返
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
小
貫
家
知
行
所
は
宝
暦
十
三
年
に
お
い
て
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
検
地
減
や
道
・
堤
・
関
下
代
知
に
よ
っ
て
村
附
の
変
動
が
あ
っ
た
。
宝
暦
二
年
仙
北
郡
横
堀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
i
　
　
l
　
　
　
　
村
の
高
の
一
部
が
山
本
郡
外
岡
村
に
変
え
ら
れ
、
明
和
三
年
に
仙
北
郡
今
泉
村
の
高
の
一
部
が
仙
北
郡
下
淀
川

小貫治兵衛知行所（宝暦12年）

石
35．29

3．663

5．535

17。637

18．14

3．633

1．747

5．67

3．095

仙北郡今泉村

　〃　藤木村

　’ノ　雲然村

　’ノ　板見内村

　〃　横堀村

雄勝郡金屋村

平鹿郡馬鞍村

秋田郡道川村

山本郡外岡村

合　　　計

所
蔵
文
書
）
。
こ
の
ほ
か
本
文
書
か
ら
秋
田
郡
濁
川
村
岩
城
村
・
河
辺
郡
寒
川
村
な
ど
い
く
つ
か
の
村
に
も
給
地
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、

辛
労
免
の
取
得
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
本
文
書
は
天
保
以
前
の
史
料
が
少
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が

小
貫
家
の
役
職

　
　
　
　
　
　
　
天
保
九
年
に
東
馬
は
院
内
銀
山
の
詰
合
役
と
な
り
（
山
奉
行
下
役
か
）
、

関
与
し
た
が
、
最
終
的
に
は
安
政
二
、
三
年
ま
で
の
史
料
が
あ
る
。

湊
役
所
に
詰
合
っ
て
い
る
。
安
政
二
～
四
年
に
は
阿
仁
銅
山
を
管
轄
し
た
が
、

～
四
年
三
月
ご
ろ
は
軍
事
方
係
を
勤
め
、

　
　
り

　
　
辮
　
　
　
村
に
移
さ
れ
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
な
お
文
久
三
年
平
鹿
郡
海
蔵
院
村
八
左
衛
門
辛
労
免
高
四
石
七
斗
九
升
三

　
　
「

　
　
蔵
　
　
　
合
（
海
蔵
院
村
三
石
七
斗
八
合
・
住
吉
荒
田
目
村
一
石
八
升
五
合
）
が
平
鹿
郡
沼
館
村
塩
田
団
平
に
、
慶
応
四
年
角
館

　
　
所
。

　
　
賛
町
塵
久
右
衛
門
考
免
高
五
石
（
来
郡
上
岩
川
村
）
が
河
辺
郡
松
崎
村
柴
畏
兵
衛
に
、
そ
れ
ぞ
れ
渡
さ
れ

　
　
瑞
に

　
　
貫
」
　
　
て
い
た
が
、
明
治
二
年
九
月
に
は
塩
田
団
平
・
富
屋
久
右
衛
門
・
柴
田
伝
兵
衛
お
よ
び
河
辺
郡
松
渕
村
大
山
作

　
　
小
紙

　
　
）
　
　
　
右
衛
門
辛
労
免
と
と
も
に
合
計
二
五
石
五
斗
四
升
六
合
（
海
蔵
院
村
八
石
五
升
四
合
・
住
吉
荒
田
目
村
二
石
七
斗
九
升

　
　
注
」
（

　
　
　
　
　
　
二
合
・
松
渕
村
六
石
・
豊
成
村
一
石
七
斗
・
上
岩
川
村
五
石
）
が
小
貫
東
馬
へ
知
行
渡
と
な
っ
て
い
る
（
小
貫
瑞
夫
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
地
の
移
動
や

　
明
治
期
の
同
家
の
土
地
所
有
は
こ
れ
ら
が
母
体
と
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
天
保
以
降
の
小
貫
東
馬
（
頼
誠
）
の
役
職
は
以
下
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
・
十
年
は
畠
銀
山
も
管
轄
し
た
。
院
内
は
弘
化
二
年
ご
ろ
ま
で
集
中
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
化
三
年
以
降
勘
定
方
も
し
く
は
財
用
方
役
人
を
勤
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
嘉
永
六
～
七
年
土
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
後
同
六
年
ご
ろ
か
ら
郡
奉
行
下
役
（
代
官
か
）
を
勤
め
た
よ
う
で
あ
る
。
文
久
三
年

　
続
い
て
仙
北
郡
の
郡
奉
行
に
任
じ
、
慶
応
三
年
山
本
郡
（
奥
河
辺
を
含
む
）
の
郡
奉
行
に
転
じ
た
。
な
お
役
職
の
詳
細
は
文
書
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の
配
列
と
概
要
の
項
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
以
上
秋
田
藩
の
概
要
等
は
小
貫
家
に
関
係
深
い
事
項
に
つ
い
て
の
み
略
述
し
た
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
各
項
目
の
説
明
や
他
の
二
家
文
書
目
録
解
題
、

『
秋
田
県
史
』
二
～
四
巻
、
　
『
新
編
物
語
藩
史
』
の
「
秋
田
藩
」
等
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
後
掲
「
佐
竹
氏
歴
代
藩
主
系
譜
」
参
照
。

お
よ
び

文
書
の
配
列
と
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
文
書
の
量
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
も
の
の
、
秋
田
藩
政
の
多
方
面
に
わ
た
る
史
料
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
史
料
の
性
格
・
内
容
に
よ
っ
て
七

分
類
・
配
列
の
方
針

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
の
大
項
目
を
立
て
、
そ
の
下
に
中
・
小
項
目
を
置
い
て
分
類
・
配
列
を
し
た
。
ほ
ん
ら
い
、
小
貫
家
の
歴
任
し
た
役
職
名
を
分
類
項
目
と
し

て
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
期
中
に
作
成
・
授
受
・
記
録
し
た
文
書
類
を
配
列
す
る
役
職
別
分
類
が
望
ま
し
い
と
思
え
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
歴
任
役
職
名
を
殆
ん
ど
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
史
料
の
内
容
に
応
じ
て
こ
の
よ
う
に
配
列
を
し
た
。
た
だ
し
『
鉱
山
支
配
』
の
史
料
は
ほ
ぽ
鉱
山
詰
合
役
中
の
も
の
、
　
『
郷
村
支

配
』
は
ほ
ぼ
郡
奉
行
な
い
し
下
役
勤
務
中
の
も
の
を
中
心
に
据
え
る
な
ど
、
役
職
別
分
類
を
若
干
考
慮
し
て
い
る
。
し
か
し
文
政
期
以
降
の
小
貫
家
知
行
所
の
変
動
が

不
明
な
た
め
『
郷
村
支
配
』
と
『
小
貫
家
』
の
『
家
政
』
中
に
分
類
し
た
史
料
の
間
に
多
少
の
混
乱
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
利
用
者
の
諒
解
を
得
た
い
。
な
お
各

解
題
中
『
　
』
内
ゴ
チ
ッ
ク
活
字
は
大
項
目
、
　
『
　
』
内
は
中
項
目
、
　
「
　
」
内
は
小
項
目
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
藩
主
佐
竹
家
に
関
す
る
史
料
の
ほ
か
、
藩
法
を
主
と
す
る
法
令
等
、
藩
政
上
の
基
本
的
記
録
類
を
こ
こ
に
収
め
た
。

「
佐
竹
家
』

　
　
　
　
　
　
『
藩
侯
』
に
は
藩
主
の
「
入
部
」
、
佐
竹
家
の
「
法
事
」
、
藩
主
筆
の
写
で
あ
る
「
文
芸
」
の
ほ
か
、
藩
主
の
江
戸
参
勤
・
京
都
上
洛
へ
の
小
貫
氏
の
供

奉
に
関
す
る
史
料
を
「
参
勤
・
上
洛
供
奉
」
に
配
列
し
た
。
殊
に
文
久
三
年
に
は
佐
竹
義
尭
の
上
洛
が
あ
り
、
こ
れ
に
供
奉
し
た
小
貫
久
之
進
（
頼
晟
）
の
史
料
が
あ

る
。
な
お
上
洛
中
の
久
之
進
の
書
状
は
、
　
『
小
貫
家
』
　
『
書
状
』
の
う
ち
「
小
貫
書
状
」
に
配
列
し
て
あ
る
。
　
「
系
図
」
は
佐
竹
四
分
家
略
系
図
と
、
引
渡
・
廻
座
の

系
譜
を
記
し
た
「
諸
士
伝
系
」
〔
二
二
〕
が
あ
る
。



　
『
法
令
』
は
「
触
書
」
に
配
列
し
た
公
儀
触
書
一
点
以
外
は
藩
主
よ
り
の
「
仰
渡
・
申
渡
」
で
あ
り
、
倹
約
令
を
主
と
し
た
諸
種
の
も
の
が
あ
る
。
　
「
制
規
」
に
編

纂
さ
れ
た
藩
法
類
（
写
本
）
を
収
め
た
。
こ
の
う
ち
「
刑
罰
式
・
同
附
録
」
は
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
、
同
館
本
に
よ
っ
て
附
録
を
除
い
て
『
秋
田
県

史
資
料
』
近
世
編
上
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
「
当
用
式
」
も
同
館
に
所
蔵
さ
れ
、
同
書
に
全
文
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
『
記
録
』
は
「
梅
津
政
景
日
記
」
の
抜
書
を
は
じ
め
、
　
「
国
典
類
抄
」
　
（
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
所
蔵
、
同
館
編
刊
行
中
）
の
抜
書
等
を
収
め
た
。
ま
た
「
若
殿
様
（
修

理
大
夫
義
苗
公
徳
雲
院
公
也
）
御
懐
中
為
御
用
元
禄
五
壬
申
年
梅
津
半
右
衛
門
指
上
候
覚
書
」
〔
九
三
〕
、
「
宝
永
二
酉
年
調
ヲ
以
考
検
地
之
超
本
生
米
調
」
〔
二
二
七
〕
、
「
下

野
御
領
分
御
高
井
肝
煎
名
前
帳
」
〔
≡
二
七
〕
は
そ
れ
ぞ
れ
『
秋
田
県
史
資
料
』
近
世
編
上
に
全
文
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
全
部
で
一
二
〇
余
点
と
多
く
は
な
い
が
、
本
文
書
の
特
色
の
一
つ
を
な
す
の
が
こ
こ
に
分
類
し
た
史
料
で
あ
る
。
　
「
鉱
山
支
配
』
に
は
文
書
．
記
録

『
鉱
山
支
配
』

　
　
　
　
　
　
　
類
を
、
　
『
絵
図
』
に
は
藩
内
各
鉱
山
絵
図
を
収
め
、
前
者
は
史
料
内
容
別
に
、
後
者
は
鉱
山
ご
と
に
小
項
目
を
立
て
て
あ
る
。

　
小
貫
東
馬
（
頼
誠
）
が
鉱
山
支
配
に
関
与
す
る
の
は
、
院
内
銀
山
が
天
保
九
年
か
ら
安
政
二
、
三
年
ま
で
、
畠
銀
山
は
天
保
九
～
十
年
ご
ろ
、
阿
仁
銅
山
が
安
政
二

～
四
年
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
年
代
の
史
料
が
集
中
し
、
そ
れ
以
前
は
写
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
史
料
表
題
中
「
出
銀
」
等
銀
の
記
載
あ
る
も
の
は
ほ
ぼ
院
内
銀
山

史
料
と
み
ら
れ
、
　
「
銅
山
」
の
語
は
阿
仁
銅
山
を
示
し
て
い
る
。

　
『
鉱
山
支
配
』
の
う
ち
「
記
録
・
日
記
」
に
は
「
院
内
銀
山
記
」
三
冊
を
は
じ
め
と
す
る
写
本
類
が
あ
る
が
、
　
「
履
尾
厳
秘
録
」
〔
二
六
〕
は
宝
暦
十
四
年
の
幕
府
の

阿
仁
銅
山
お
よ
び
周
辺
一
万
石
上
知
に
対
す
る
藩
の
撤
回
運
動
の
顛
末
を
記
し
た
も
の
で
貴
重
で
あ
る
（
な
お
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
秋
田
銅
山
之
一
件
」
と
の
異
同
は
未

検
討
で
あ
る
）
。
「
院
内
銀
山
諸
日
記
」
〔
三
〇
五
〕
、
「
銅
山
色
々
日
記
」
〔
三
〇
六
〕
は
小
貫
頼
誠
の
院
内
銀
山
・
阿
仁
銅
山
詰
合
中
の
日
記
で
あ
る
。
　
「
山
法
」
は
家
康

の
山
法
五
拾
三
ケ
条
を
は
じ
め
、
定
書
・
申
渡
類
で
あ
る
。
　
「
見
分
・
検
使
」
は
藩
主
の
院
内
銀
山
見
分
と
役
人
の
検
使
お
よ
び
後
藤
三
右
衛
門
の
鉱
山
見
分
に
関
す

る
文
書
で
あ
る
。
　
「
役
人
・
山
師
」
は
山
師
・
手
代
・
金
名
子
の
交
代
・
褒
賞
・
合
力
な
ど
に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
阿
仁
銅
山
の
「
銅
山
減
少
人
別
取

調
控
」
を
付
し
た
。
　
「
願
・
書
上
」
で
は
文
化
十
四
年
直
山
と
な
っ
て
以
来
の
院
内
銀
山
の
模
様
を
書
上
げ
た
「
御
直
山
以
来
鋪
内
働
方
書
上
」
が
あ
る
。

　
　
「
出
銀
勘
定
」
　
「
出
銀
人
別
」
　
「
吹
分
仕
法
」
　
「
入
料
」
　
「
差
引
勘
定
」
　
「
普
請
醒
」
は
こ
こ
で
最
も
纏
っ
た
史
料
で
あ
り
、
　
「
差
引
勘
定
」
中
の
三
、
四
点
を
除

い
て
全
て
院
内
銀
山
の
会
計
史
料
で
あ
る
。
中
で
も
天
保
四
年
以
降
の
「
院
内
銀
山
金
銀
御
仕
上
御
徳
用
仕
訳
帳
」
（
口
絵
写
真
参
照
）
な
ど
の
「
出
銀
勘
定
」
の
史
料

小
貫
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が
あ
る
。
文
化
十
四
年
山
師
成
田
新
五
郎
の
請
山
で
あ
っ
た
院
内
銀
山
を
藩
が
直
山
と
し
、
小
沢
銅
山
よ
り
荒
川
七
五
郎
を
支
配
人
と
し
て
直
接
経
営
を
開
始
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
り

金
名
子
出
銀
の
ほ
か
、
汰
物
方
．
仕
屑
方
．
薄
物
方
な
ど
の
出
銀
の
合
計
で
あ
る
出
銀
高
か
ら
金
銀
を
吹
分
け
、
出
金
高
と
金
銀
吹
分
・
上
銀
吹
立
減
銀
を
引
い
た
量

目
が
江
戸
上
納
高
と
な
り
、
幕
府
（
銀
座
）
買
上
代
銭
か
ら
仕
入
（
経
費
）
を
差
引
い
た
徳
用
が
藩
財
政
に
繰
入
れ
ら
れ
る
。
前
掲
表
「
院
内
銀
山
出
金
銀
高
」
は
文

化
十
四
年
直
山
以
来
嘉
永
元
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
期
の
出
金
銀
高
増
大
の
技
術
的
要
素
を
示
す
の
が
、
　
「
吹
分
仕
法
」
に
配
列
し
た
史
料
で
あ
る
。
　
「
先

ン
中
川
左
兵
衛
勤
中
覚
」
〔
五
口
に
よ
れ
ば
、
佐
渡
か
ら
東
北
に
来
た
中
川
左
兵
衛
が
文
化
九
年
秋
田
藩
に
召
抱
え
ら
れ
、
請
山
中
の
院
内
銀
山
で
翌
年
か
ら
金
銀
吹

分
を
開
始
し
た
。
こ
の
時
一
〇
両
二
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
直
山
後
も
変
更
な
く
勤
め
た
。
直
山
以
前
の
絞
銀
高
二
六
一
貫
目
・
出
金
七
貫
九
〇
〇
目
、
益
筋
四
一
七
〇

貫
文
に
な
っ
た
と
い
う
。
文
政
二
年
五
月
金
銀
吹
分
頭
取
と
な
り
一
五
両
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
子
孫
永
々
召
遣
を
許
さ
れ
た
。
同
五
年
七
月
紋
附
・
標
と
金
三
〇
両

拝
領
、
佐
渡
へ
暇
乞
に
往
復
し
、
翌
六
年
四
月
死
没
し
た
。
文
政
二
年
八
月
伜
定
治
が
小
見
習
に
登
用
さ
れ
た
が
、
中
川
左
平
は
彼
が
長
じ
て
の
名
乗
と
推
測
さ
れ

る
。
か
く
し
て
文
化
十
四
年
か
ら
文
政
十
年
ま
で
の
一
一
か
年
の
徳
用
は
三
万
四
四
七
〇
貫
文
に
上
っ
た
。
　
「
出
銀
人
別
」
は
金
名
子
各
人
の
出
銀
高
記
載
が
あ
る
。

　
「
入
料
」
　
「
差
引
勘
定
」
は
労
賃
．
鉛
ほ
か
の
材
料
．
飯
料
な
ど
経
費
の
勘
定
差
引
史
料
で
あ
る
。
　
「
移
出
」
は
籠
山
（
加
護
山
）
銀
絞
所
（
平
銅
・
床
銅
か
ら
南
蛮
絞

に
よ
る
銀
析
出
）
か
ら
能
代
へ
下
げ
た
銅
鉛
数
量
を
記
し
た
史
料
一
点
で
あ
る
。
　
「
公
儀
拝
借
」
は
阿
仁
銅
山
・
院
内
銀
山
に
つ
い
て
藩
か
ら
幕
府
へ
の
拝
借
金
願
に
関

す
る
史
料
で
あ
る
。
秋
田
藩
は
金
銀
の
上
納
や
廻
銅
が
あ
る
た
め
、
宝
暦
以
降
幕
府
か
ら
の
拝
借
金
が
屡
々
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
絵
図
』
は
大
葛
金
山
．
阿
仁
銅
山
．
八
盛
銀
山
．
畠
銀
山
・
院
内
銀
山
の
絵
図
で
あ
る
が
、
年
代
の
判
明
し
て
い
る
も
の
は
一
点
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
小
貫
東

馬
の
鉱
山
詰
合
中
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
「
阿
仁
銅
山
」
の
八
鋪
の
絵
図
は
安
政
四
年
に
写
さ
れ
た
砒
通
り
絵
図
で
あ
る
〔
三
九
四
〕
～
〔
四
〇

口
。
　
「
院
内
銀
山
町
絵
図
」
〔
四
二
百
（
口
絵
写
真
参
照
）
は
、
十
分
一
番
所
・
表
門
か
ら
裏
門
に
至
る
全
町
を
、
金
方
役
所
・
台
所
を
中
心
に
金
名
子
な
ど
全
住
居
を

寺
社
を
含
め
て
記
録
し
て
あ
り
、
院
内
銀
山
町
絵
図
（
本
文
書
以
外
の
も
の
も
含
め
て
）
の
中
で
は
出
色
の
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
所
蔵
佐
竹
文
庫
等
や
『
秋
田
県
史
』
に
よ
っ
て
も
近
世
後
期
の
藩
職
制
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
小
貫
氏
が
勤
め
た
役
職
も
明

『
郷
村
支
配
』

　
　
　
　
　
　
　
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
小
貫
東
馬
が
慶
応
三
年
正
月
郡
奉
行
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
支
配
処
記
事
」
の
慶
応
三
年
の
も
の

〔
一
一
二
六
〕
（
口
絵
写
真
参
照
）
に
よ
る
と
、
支
配
所
は
南
北
山
本
・
奥
河
辺
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
く
同
二
年
（
五
月
）
ま
で
の
も
の
9
二
五
〕
は
支
配
所
が
西
街
道



」

・
街
道
筋
・
前
北
浦
・
奥
北
浦
と
あ
っ
て
こ
の
ほ
か
の
慶
応
二
年
の
史
料
を
含
め
て
仙
北
郡
の
郡
奉
行
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
元
治
元
年
も
仙
北
郡

の
郡
奉
行
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
従
っ
て
慶
応
元
年
も
仙
北
郡
奉
行
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
安
政
六
年
ご
ろ
か
ら
郡
奉
行
下
役
（
代
官
か
）
を
勤
め
た

形
跡
も
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
時
の
支
配
所
は
平
鹿
郡
東
山
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
の
郷
村
支
配
に
関
す
る
史
料
を
『
郷
村
支
配
』
に
配
列
し
た
。

　
『
郡
方
』
は
郡
奉
行
な
い
し
下
役
勤
役
中
の
史
料
で
あ
り
、
　
「
支
配
所
」
以
下
一
五
の
小
項
目
に
分
類
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
「
調
達
金
．
御
用
金
」
は
、
破
綻
に

頻
し
た
藩
財
政
を
取
繕
う
た
め
、
領
内
の
豪
商
農
に
賦
課
し
た
も
の
で
、
郡
方
と
し
て
の
支
配
所
の
そ
れ
で
あ
る
。
　
「
扶
持
米
」
は
調
達
．
用
金
に
応
え
る
僅
か
な
褒

賞
と
し
て
拝
領
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
備
米
」
は
備
荒
貯
蓄
と
し
て
町
人
や
農
民
か
ら
供
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
保
四
年
大
飢
饅
後
は
百
姓
町
人
一
〇
才
以
下

七
〇
才
以
上
と
盲
人
廃
疾
を
除
い
た
全
て
の
男
女
一
人
に
つ
き
五
升
ず
つ
を
供
出
さ
せ
備
米
（
五
升
備
米
．
籾
）
と
し
た
も
の
で
、
郡
奉
行
が
こ
れ
を
担
当
し
た
。
　
「
春

農
米
」
は
種
貸
な
ど
助
成
拝
借
米
で
あ
る
。
　
「
水
利
」
は
横
手
川
分
水
堰
に
関
す
る
も
の
、
　
「
山
林
」
は
元
治
元
年
の
平
鹿
郡
草
飼
所
入
会
争
論
史
料
で
あ
っ
て
郡
奉

行
支
配
所
と
断
定
し
え
な
い
が
一
応
こ
こ
に
配
列
し
た
。
　
「
漁
業
」
は
河
辺
郡
百
三
段
新
屋
村
の
増
網
一
件
で
あ
る
。

　
『
交
通
』
は
郡
奉
行
史
料
で
は
な
い
が
、
　
『
郷
村
支
配
』
の
一
連
と
し
て
こ
こ
に
置
い
た
。
　
「
難
船
一
件
」
は
安
政
四
年
旗
本
松
永
善
之
助
蔵
米
を
積
ん
だ
廻
船
の

も
の
で
、
小
貫
東
馬
が
戸
賀
浦
に
て
査
検
し
た
史
料
三
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
量
は
少
な
い
が
、
藩
財
政
史
料
が
若
干
あ
る
。
小
貫
氏
が
勘
定
奉
行
・
財
用
奉
行
下
役
を
勤
め
た
形
跡
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
弘
化
三
年
以
降
安
政

『
財
　
政
』

　
　
　
　
　
　
三
、
四
年
ま
で
の
関
係
史
料
と
内
容
的
に
財
政
に
関
わ
り
あ
る
史
料
を
『
勘
定
方
』
に
配
列
し
、
安
政
六
、
七
年
を
中
心
と
す
る
土
崎
湊
出
入
役
所
詰

合
中
の
史
料
を
『
湊
出
入
』
、
安
政
二
～
三
年
の
御
作
事
所
史
料
の
『
作
事
』
を
『
財
政
』
に
含
め
た
。

　
『
勘
定
方
』
は
「
意
見
書
」
「
請
払
」
「
扶
持
米
・
給
銀
」
「
合
力
金
米
」
「
炭
」
に
分
類
し
た
が
、
　
「
御
勘
定
吟
味
役
所
以
来
書
抜
」
〔
二
三
〕
は
嘉
永
二
年
ま
で
の

役
人
・
御
用
達
町
人
等
へ
の
同
役
所
申
渡
書
抜
で
あ
る
。
弘
化
三
年
か
ら
安
政
四
年
ま
で
の
出
納
積
ま
た
は
取
調
〔
一
二
二
〕
〔
二
読
〕
は
「
請
払
」
に
収
め
た
。
こ

の
中
で
御
軍
事
方
の
請
払
は
『
軍
事
』
で
は
な
く
こ
こ
に
配
列
し
た
。
　
「
合
力
金
米
」
の
中
に
は
小
貫
東
馬
郡
奉
行
就
任
合
力
金
の
史
料
も
あ
る
〔
四
七
二
〕
。
城
内
・

諸
役
所
の
焚
炭
は
「
炭
」
に
収
め
て
あ
る
。

　
『
湊
出
入
』
で
は
「
湊
出
入
役
処
詰
合
日
記
」
〔
三
二
己
が
注
目
さ
れ
る
。
土
崎
湊
は
能
代
と
と
も
に
西
廻
海
運
で
上
方
に
結
ば
れ
る
秋
田
藩
の
主
要
な
港
湾
で
あ

小
貫
家
文
書
目
録
解
題

七
コ
．



小　　豆

　　石
6，803．58

1，366．935

1，791．715

　988．185

　31
3っ301．48

2，690．85

外

痛
　　265．3朽

　　　　13，496．3151

3，146．455

4，194．525

1，379．445

　　0
2，066．4

2，580．46

1，027．95

4，703．9351

694．651

1，584．945・

3，347．925

3，789、41

7，653．805

　　　　ド4，695．005！

2，628．76

4，059．4251
　　　　87＆371新1・ふ32

　　　　　そ　の　他　i塩操綿
　石　　　石　　　　’看　　　　石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一倒　　　丸
粟29．73，蕎麦3．54，荏粒油733．965，菜種673．515　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97，620　　　7，019

麦652石46，荏粕158，521貫700　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60，896　　11，129

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55，498　　　6ン829

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70，056　　　7，047

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111，080　　　9，622

干鍛375，990貫900　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80，051　　　7，780

千蝦360，752貫700　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70，020　　　7，156

荏水油0石9

荏粕133，121貫000

干蝦214，776貫000

荏粒油333石975，菜種527石415

荏水油48石635

麦237石12

蕎麦243石81

粟15石805

4　561．535
，

　　　　4・882・155

2・36α605i

1　425．735i
7

3，616．89

3，204・0531

2・453・3211

荏粕123，160貫300，午暇91，286貫600，荏水油1石95

麦15石96，菜種497石26

粟1石1，蕎麦35石4，荏粒油1，267石78

麦275石605

荏粒油648石81

粟68石105，荏粕145，816貫900

菜種944石405

干蝦141，831貫600

蕎麦133石813

104，911

63，858

72，216

60，435

92，127

81，924

56，700

90ン263

80，936

59，874

89，310

99，4401

86，760

61，009

127，621

110，311

65，454

59，741

88，154

109，444

101ラ520

69，717

95，628

144，558

78，381

5，291

10，799

5，095

3，697

　959
2，246

1ン921

1，103＊

2，741

2，125

5，091

7，856

9，368

8，394

18，031

8，850

13，655

7，164

8，342

8，038

18，036

8，860

7，192

9，396

10，438

木　綿

　　　反、
68，341

119，708

71，560

89，285

83，056

72，735

72，906

58，272

67，673

50，568

24，650

1，706

16，473

34，783

44，506

2フ976

14，623

19，349

13，437

41，362

52シ345

53，840

59，448

58，389

51，604

31，032

39，177

141，131

133，155

48り803

38，125

44，025

調帳」〔207〕ほかによる。太線より右は移入。＊他に3貫目あり。

小
貫
家
文
書
目
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土崎湊移出入品・出入役銀・入船数

年　代 米白玄 外払米　 出役銀　入役銀
　　　　一右 1 右
　　　　　　　　　
161フ156．558 37，316，72

122，959．18122，917．3

　83，380．19　　　9，018．0075

58，472．33i3，992．51
　　　　　　　　　i

112，969・1517，991，91

76290
　　》

　70，956．94

入船高　大 豆

文政

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

　　　責－『匁
旧
1
　 貫　匁　　　　艘

　　　　　　　　　　
11，212，588。98 　252，650　　　　　752

　　937，700　　　　　258，800　　　　　659

　　672，650　　　　　216，800　　　　　584

　　531，980　　　　　230，200　　　　　516

　　967，500　　　　　289，700　　　　　616

　　335，300　　　　　231，100　　　　　582

　　978，680　　　　　237，400　　　　　527

外

天保
元
2
3
4
5
6
7

8
9
0
1
2
3
4

　
　
1
⊥
1
1
可
よ
ー

弘イヒ

兀
2
3
4

嘉永

安政

兀
2
3
4
5
6
元

120，527．15

76，060．645

　53，494．995

　1，594．余1

　　　　71．705

　　　836．06

　9483．92　　》　　　　　　　　　　1

・1，250，300　　　　　281，600

1，042，600　　　　　259，400

　　550ラ600　　　　　211，700

　　　72，070　　　　　145ラ600

　　　17，590　　　　　113，700

　　　56，600　　　　　125，190

　　565，100　　　　　159，900

661

685

560

443

792

407

373

　　　597．23

　1，211．506

　　　　88．4

　3060。545
　　7
　37，299．506

　94，494．795

133シ176。635

135，193．93

　94，260．007

113　708．8
　　7
　75，449．7

　　317，100　　　　　173，500　　　　　775

　　238，200　　　　　166，200　　　　　399

　　112，300　　　　　231，400　　　　　325

　　71，600　　　　167，300　　　　　520

　　410　900　　　　　227　300　　　　　493
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　777，900　　　　　202，700　　　　　690

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　719

1972・700　216・300　710
1，361，800　307，300　　582
1，044，000　　　　　230，900　　　　　685

　　917，800　　　　　206，600　　　　　613

　72，322．05

131，343

164，472

　84フ619．525

　94，188．5

　80，719．98

85，827シ88

1，039，500　227，900
！・，670，500　249，800

3，・75，200　389，790

3，078，990　322，400

1，173，500　　240，200

1，341，900　　302，900

i1，700，600　253，400

627

778

902

724

718

675

619

　　　右

5　755．195
　フ

3，229．575

1，104．68
・，935．5751

　　　　　　　E
　371．49

2，158．12

3・128・511

3，152．

1シ581．

　303．

1，111．

　　　0

2，699．

　619．

朽　76．81

痛213，54

15

5951

53

6751

305
　　1
705i
　　I

3フ745。

8，003。

3，742．

　　　0

6，225．

6，950．

5，129．

705

765

121
　　1
　　1
0351

16

8

朽

朽

23

47

　　　　　　　　i
8，726．2651朽3，729．7
　　　　　　　　1
5，552．2　　1

6ン044．5751

3，979．095 新　　　467
　　　　　　　　

　　　　　　　　　

9，162。1
　　　　　　　　　
10，089．6
　　　　　　　　　

　6，225．855
　　　　　　　　　

3，819。605

7038．02　　，

　4　240．703
　　，

　5，678．173
　　　　　　　　　

新1，405．87

（注）小貫家文書「文政六未年6安政元寅年迄三拾弐ケ年出入役銀沖出穀井入品塩操綿木綿取



小
貫
家
文
書
目
録
解
題

七
六

り
、
湊
出
入
役
所
は
出
入
の
穀
物
・
商
品
を
取
調
べ
出
入
役
銀
を
徴
し
た
が
、
こ
れ
が
藩
の
財
政
収
入
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
安
政
元
年
の
沖
出
品
は

白
米
を
は
じ
め
と
す
る
米
や
、
大
豆
・
小
豆
・
粟
・
小
麦
・
菜
種
・
蕎
麦
・
狛
脊
・
干
鰯
・
干
蝦
・
荏
粕
で
あ
り
、
沖
入
品
は
塩
・
木
綿
・
繰
綿
・
篠
巻
・
綿
入
・
袷

・
単
物
・
紙
類
・
砂
糖
・
蝋
・
鯨
・
鰹
節
・
劔
・
鉄
・
畳
表
・
鱗
・
数
の
子
・
保
太
急
な
ど
で
あ
る
〔
三
六
四
〕
。
　
「
文
政
六
未
年
汐
安
政
元
寅
年
迄
三
拾
弐
ケ
年
出
入

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

役
銀
沖
出
穀
井
入
品
塩
操
綿
木
綿
取
調
帳
」
〔
二
〇
七
〕
は
次
の
〔
二
〇
八
〕
と
と
も
に
、
土
崎
湊
出
入
役
銀
・
沖
出
品
（
米
ほ
か
）
・
沖
入
品
（
塩
ほ
か
）
・
入
船
数
を
年

次
的
に
統
計
し
た
史
料
で
他
に
類
例
が
な
く
、
別
表
に
掲
げ
た
。

　
「
作
事
』
は
御
作
事
所
の
安
政
二
～
三
年
に
わ
た
る
江
戸
屋
敷
の
地
震
修
復
作
事
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
文
久
三
年
八
月
小
貫
頼
誠
は
軍
事
方
係
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
の
軍
事
方
に
つ
い
て
は
「
御
軍
事
方
品
々
日
記
」
〔
三
ニ
ロ
に
詳
し
い
。

『
軍
　
事
』

　
　
　
　
　
　
『
軍
制
』
は
こ
の
軍
事
方
係
の
慶
応
に
至
る
軍
器
・
軍
政
改
革
史
料
を
収
め
た
。
な
お
「
山
本
郡
御
支
配
御
足
軽
名
前
書
上
控
」
〔
四
八
○
〕
は
郡
奉
行

と
し
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
内
容
上
こ
こ
に
分
類
し
た
。

　
嘉
永
以
後
異
国
船
が
沿
海
を
航
行
す
る
に
及
ん
で
藩
は
同
四
年
以
降
男
鹿
半
島
や
土
崎
等
に
海
岸
防
備
の
兵
を
配
備
し
た
。
　
『
海
防
』
は
こ
の
関
係
史
料
で
あ
る
。

　
安
政
二
年
三
月
幕
府
は
秋
田
・
仙
台
・
津
軽
・
南
部
の
各
藩
に
蝦
夷
地
警
備
を
命
じ
、
つ
い
で
出
兵
を
求
め
、
同
六
年
九
月
蝦
夷
地
を
分
割
し
て
諸
藩
に
与
え
た
。

秋
田
藩
領
分
は
増
毛
よ
り
紋
別
ま
で
の
蝦
夷
地
北
部
と
利
尻
・
礼
文
二
島
で
あ
る
。
こ
の
間
小
貫
頼
誠
は
蝦
夷
地
へ
の
出
張
は
な
か
っ
た
が
、
文
通
を
含
む
御
用
書
留

写
〔
壬
二
五
〕
や
「
年
々
蝦
夷
地
出
張
御
人
数
」
〔
三
六
七
〕
な
ど
『
蝦
夷
地
』
に
配
列
し
た
史
料
は
秋
田
藩
の
蝦
夷
地
警
備
を
知
る
一
史
料
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
戊
辰
戦
争
も
終
結
し
、
明
治
二
年
六
月
版
籍
奉
還
が
許
さ
れ
、
旧
藩
主
義
尭
が
知
藩
事
に
任
命
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
・
同
三
年
十
月
と
国
制
に
倣

『
久
保
田
藩
』

　
　
　
　
　
　
　
っ
て
藩
政
改
革
を
実
施
し
、
四
年
七
月
廃
藩
置
県
を
迎
え
た
。
　
こ
の
間
の
藩
政
に
関
す
る
史
料
を
『
久
保
田
藩
』
　
（
四
年
一
月
秋
田
藩
と
改
名
）
と
し

て
分
類
し
、
　
『
布
達
』
　
『
官
制
』
を
置
い
た
が
、
そ
れ
に
前
後
す
る
史
料
も
加
え
、
さ
ら
に
幕
末
期
か
ら
明
治
十
年
西
南
戦
争
に
至
る
『
風
聞
』
を
こ
れ
ら
の
後
に
加

え
た
。

　
『
布
達
』
は
新
政
府
・
秋
田
県
（
四
年
以
後
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
『
官
制
』
は
明
治
二
年
以
降
の
藩
制
改
革
史
料
に
秋
田
県
庁
職
制
を
加
え
た
。
「
風
聞
』
は
京

都
あ
る
い
は
九
州
な
ど
か
ら
の
報
告
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
戊
辰
戦
争
に
当
た
っ
て
の
「
院
内
口
探
索
報
告
書
写
」
〔
二
六
〇
〕
も
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
こ
こ
に
は
小
貫
家
の
私
的
文
書
を
『
家
政
』
　
『
日
記
』
　
『
書
状
』
　
『
写
本
・
絵
図
』
の
順
に
配
列
し
た
。

『
小
貫
家
』

　
　
　
　
　
　
『
家
政
』
は
「
戸
籍
」
　
「
知
行
所
」
な
ど
二
の
小
項
目
に
分
類
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
全
て
が
明
治
期
の
史
料
で
あ
る
。
　
「
知
行
所
」
の
う
ち
近
世
の

も
の
は
平
鹿
郡
住
吉
荒
田
目
村
か
ら
の
も
の
二
点
で
あ
る
。
他
は
知
行
所
と
推
測
さ
れ
る
村
の
明
治
期
史
料
で
あ
る
。
ま
た
山
本
郡
上
岩
川
村
の
野
帳
書
抜
が
明
治
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

年
の
も
の
で
あ
る
が
一
点
あ
る
。
　
「
家
計
」
に
慶
応
二
年
の
「
御
至
来
物
覚
帳
」
〔
三
八
六
〕
が
あ
る
が
、
家
来
金
子
門
右
衛
門
が
控
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
売
買
」
で

は
本
念
寺
よ
り
小
貫
東
馬
宛
の
「
撞
鐘
堂
永
代
売
渡
証
文
」
も
あ
る
。
　
「
家
政
』
は
総
じ
て
纏
り
の
な
い
史
料
と
い
え
る
。

　
『
口
記
』
は
天
保
十
年
か
ら
安
政
四
年
ま
で
小
貫
頼
誠
日
記
、
嘉
永
二
年
か
ら
明
治
三
年
の
公
私
頭
書
日
記
な
ど
よ
く
揃
っ
て
お
り
、
文
久
三
年
．
元
治
元
年
の

「
役
前
日
記
」
も
一
括
し
て
『
日
記
』
に
配
列
し
た
。
ほ
か
に
小
貫
久
之
進
頼
晟
の
日
記
が
五
冊
あ
る
。

　
『
書
状
』
は
「
小
貫
書
状
」
と
「
小
貫
宛
書
状
」
に
分
け
た
。
　
「
小
貫
宛
書
状
」
は
小
貫
東
馬
・
亀
松
・
金
子
門
右
衛
門
．
小
貫
（
名
不
明
）
宛
の
順
に
配
列
し
た
。

　
『
写
本
・
絵
図
』
は
雑
多
な
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
仙
北
道
の
記
」
〔
、
二
四
〕
、
　
「
阿
山
比
川
道
之
記
」
〔
二
一
五
〕
な
ど
の
写
本
、
　
「
江
戸
城
本
丸
御
殿
表
之
図
」
な

ど
五
点
の
絵
図
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
・

小
貫
家
文
書
目
録
解
題
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七
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八

久
保
田
小
貫
家
系
図

公
通
岩
瀬
大
夫
　
　
通
近
i
通
直
（
通
真
）
1
通
長
大
夫
太
郎

頼
忠
伊
勢
守

通
政
武
蔵
郡
司
通
蔀
一
肝
灘
住
）

某
伊
勢
守

通
伯
姥
鞘
辮
欝
養
］
了

ゆ
　
を
キ

某
或
脚
安
房
入
道

某

或得

土斉

馴
翻
筑
前
入
道

通
勝
齢
瓢
講
氏

　
　
　
考
谷
道
順

通
金
三
郎
（
五
郎
）

頼
等
丘
ハ
庫
助

　　致

叔仕
方後
道

伯小
　　野

　　崎

　　氏

碧
騨
蠣
臨
後
守

　
　
　
陽
田
今
道
東

ー
某
因
幡
守

　
某
噺
九
郎
．
式
部
大
輔

　
　
号
日
渉
斉

　
　
通
｛
、
疋
一
一
子

　
　
　
日
渉

元
勝
（
頼
勝
）
羅
醐
一
縁
除
…
、

　
　
　
　
　
　
パ
　
え
　

俊
茂
雛
魏
筑
前
守
頼
章
和
泉
守

　
　
　
初
欝
鞭

－
イ
貫
宇
右
衛
門
頼
達
（
宗
家
）

　
　
　
　
　
（
彦
三
郎
）

轟
麟
駄
畿
．
一
珈
曝
小
貫
金
穀
休
（
一
勇
家
）

　
享
禄
2
・
1
2
・
9
生

　
年
月
不
明
・
盛
死

　
　
心
徹
到
安

妻
岡
本
梅
香
斎
禅
哲
女

　
寛
永
5
・
1
0
・
2
0
死

　
　
覚
室
妙
正

斯
箇
甚
六

　
ゐ
　
　
ぬ
タ
　
ハ
お
レ

某
甚
七
．
近
江
守

斯
頼
甚
八
・
右
馬
允
・
越
後
守

重
斯
左
馬
助

政
緒
一
、
天
．
五
左
衛
門
．

近
江

　
　
寛
永
5
・
8
・
1
6
死

　
　
　
鑑
隻
寿
円

　
「
女
子
神
谷
新
五
郎
秀
範
嫁



女
子
中
村
，
へ
左
衛
門
盛
広
嫁

　
　
．
、
六
・
治
右
衛
門
・
治
助

忠
甫
　
延
宝
8
・
5
・
2
死

　
　
法
山
教
宗

妻
　
前
野
多
左
衛
門
某
女

　
正
保
2
・
10
・
5
死

　
　
縁
誉
妙
善

後
妻
長
野
藤
兵
衛
滋
．
兀
女

　
宝
永
2
・
7
・
銘
死

　
　
身
誉
誓
報

「　
女
子
国
安
又
兵
衛
久
忠
嫁

　
　
　
　
善
六
・
五
左
衛
門
・

　
忠
国

治
右
衛
門

　
妻
ー

　
　
享
保
1
7
・
3
・
晦
死

　
　
　
華
岩
妙
柳

　
女
子
田
代
正
左
衛
門
綱
通
嫁

　
忠
嗣
甚
六
・
五
左
衛
門

　
　
分
地
55
石
チ
孫
断
絶

延
宝
5
・
⑫
・
29
死

　
晩
徹
窮
光

　
爾
見
清
兵
衛
盛
秋
女

頼
糸己

　近
　江

　　曹

　七

　　治

　　右

　衛
　　門

「
　
正
徳
2
・
9
・
2
死

　
　
宿
相
道
円

妻
　
大
和
田
羽
右
衛
門
清
則
女

　
．
兀
禄
12
・
2
・
10
死

　
　
春
窓
妙
栄

後
妻
石
崎
某
女

　
寛
保
3
・
4
・
2
6
死

　
　
古
室
妙
鏡

頼
雄
舛
瀟
晒
燗
嚇
講
嗣

女
子
関
半
兵
衛
光
時
嫁

頼
邑
万
七
・
伊
平
治

　
　
関
市
太
郎
某
嗣

　
　
甚
之
助
・
治
右
衛
門

頼
匡
L
松
三
右
衛
門
広
敦
三
男

頼
屋

喜
八
郎
・
治
兵
衛

妻
．
兀
禄
9
・
⑫
・
2
5
生

宝
永
4
・
3
・
2
6
出
仕

正
徳
元
・
12
大
御
番
入

宝
暦
8
・
1
・
8
致
仕

宝
暦
？
2
・
5
死
（
64
）

　
大
休
宗
心

．
兀
禄
n
・
1
・
8
生

安
永
3
・
8
・
7
死
（
7
7
）

　
月
窓
妙
光

妻

　
小
貫
五
左
衛
門
頼
雄
二
男

正
徳
4
・
3
・
1
・
1
生

．
兀
文
3
・
3
・
1
出
仕

・
兀
文
3
・
5
・
14
大
御
番
入

天
明
4
・
4
・
塞
死
（
7
1
）

　
物
了
無
外

　
早
川
正
九
郎
処
久
女

安
永
5
・
3
・
晦
死

　
翠
厳
妙
容

小
貫
家
文
書
目
録
解
題
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寛
保
3
・
④
・
晦
生

　
宝
暦
7
・
n
出
仕

　
宝
暦
8
大
御
番
入

　
寛
政
、
兀
・
6
・
22
死
（
47
）

　
　
全
牛
不
見

女
子
　
延
享
2
・
10
・
1
7
生

　
宝
暦
3
・
9
・
16
死
（
9
）

　
　
秋
葉
幻
露

女
子
辻
伝
五
郎
壊
嫁

　
寛
延
～
4
・
6
生

女
子
　
寛
廷
3
・
10
・
7
生

　
宝
暦
3
・
9
・
1
1
死
（
4
）

　
　
秋
露
禅
嬰

女
子
　
宝
暦
3
・
2
・
17
生

　
宝
暦
3
・
9
・
13
死
（
1
）

　
　
幻
心
嬰
亡

女
子
　
宝
暦
5
・
2
・
25
生

　
宝
暦
5
・
2
・
2
8
死
（
1
）

頼
助
梅
治
・
頼
紀
嗣

　
宝
暦
6
・
2
・
2
9
生

女
子
渡
部
三
郎
兵
衛
某
嫁

女
子
　
早
世

　
　
治
右
衛
門
・
丈
衛
門

頼
助
　
　
頼
屋
二
男

　
宝
暦
6
・
2
・
29
生

　
天
明
6
・
8
・
1
1
家
督
出
仕

　
天
明
7
・
8
・
1
3
大
御
番
入

妻
菅
又
郷
左
衛
門
親
盛
女

　
　
寛
政
7
・
2
・
22
死

　
　
真
厳
恵
性

後
妻
田
中
勇
右
衛
門
吉
忠
女

　
文
化
3
・
9
・
5
死

　
　
献
珠
妙
参

頼
轟
顯
子

　
　
頼
讃
獺
配
摘
仔
“

　
　
　
逐
電

　
　
女
子

　
　
　
寛
政
2
・
12
・
3
生

嶺
観
蕎

　
　
菅
又
蔵
人
親
頭
三
男

　
文
化
5
・
10
・
2
0
生

　
明
治
1
1
・
11
・
2
8
死
（
7
1
）

　
　
実
誠
院
殿
武
徳
常
誠
居
L

　
文
化
6
生

　
明
治
10
・
2
・
4
死
（
69
）

　
　
実
操
院
至
誉
貞
室
頼
定
大
姉

頼
誠
　
　
吉
太
郎
・
東
馬

妻
サ
タ



女
子
卸
鋤
町
西
宮
悌
八
嫁

　
明
治
18
・
2
・
2
生

某
金
悟

　
天
保
元
生

　
大
保
5
・
7
・

女
子
瀧

　
天
保
7
生

　
天
保
9
・
5
・

女
子
文

　
天
保
⑳
生

　
安
政
5
・
了

2
死
（
6
）

M
死
（
3
）

2
死
（
20
）

頼
轟
羅
韓
二
子

頼
寿
亀
松

　
文
久
元
・
7
・
把
生

　
大
正
B
・
6
・
2
9
死
（
饅
）

　
　
実
行
院
松
山
頼
寿
居
L

妻
路
家

　
．
兀
治
元
・
6
・
1
5
生

　
昭
和
8
・
7
・
9
死
（
7
0
）

　
　
実
明
院
松
室
妙
富
大
姉

　
天
保
14
生

　
元
治
元
・
5
・
2
3
死
（
22
）

　
　
忠
学
智
孝
居
士

妻
　
セ
ツ

　
天
保
12
生

　
明
治
40
・
9
・
10
死
（
67
）

　
　
嶺
松
院
節
操
貞
心
大
姉

金
之
助
鵜
撚
福
治
嗣

　
．
兀
治
元
生

太
郎
一
明
治
21
・
2
・
4
生

「マ
和
認
．
7
．
M
死
（
刀
）

一
驚
院
大
円
知
．
譲
塁

　
明
治
29
・
1
・
4
生

　
昭
和
50
・
4
・
5
死
（
80
）

　
　
淑
徳
院
大
室
貞
薫
大
姉

妻
卸
餓
町
棄
家

正
夫

　
明
治
2
4
・
4
・
3
生

　
昭
和
3
3
・
7
死
（
68
）

女
子
欝
市
高
堂
家
嫁

　
明
治
2
9
・
4
・
1
生

徳
也
山
崎
家
嗣

　
明
治
3
4
・
8
・
3
生

　
昭
和
5
6
・
1
・
1
5
死
（
鋭
）

瑞
夫

7
焉
．
8
．
2。
生

妻
馨
氏
姿

　
昭
和
4
・
9
・
18
生

女
子
艇
畔
市
武
田
基
嫁

　
大
正
1
3
・
1
・
20
生

女
子
加
寿
ヂ

　
昭
和
2
7
・
8

女
子
薫

　
昭
和
3
1
・
5

27

生

・
17
生

（
注
）

秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
所
蔵
「
藤
原
姓
小
貫
氏
分
流
系
図
」
、
小
貫
瑞
夫
氏

所
蔵
「
藤
原
姓
小
貰
氏
準
二
男
系
図
」
　
「
藤
原
姓
小
貫
氏
系
図
」
　
「
小
貰
家

過
去
帳
」
、
小
貰
家
文
書
「
小
貫
東
馬
戸
籍
届
下
書
」
　
〔
五
一
二
〕
　
〔
五
一

三
〕
、
小
貫
瑞
夫
氏
の
教
示
に
よ
る
。

小
貫
家
文
書
目
録
解
題
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一


